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１０事件 法人でない社団による登記請求 B＋ 

 

事案 

 X は消防団の分団で法人格はないが、本件土地建物を有していた。本件建物および土地の

登記は、X の代表者 A と他の構成員を相続した訴外 B の子である Y 名義になっている。X
は、各登記名義を A に集中させるため、主位的には委任の終了、予備的には時効取得を原

因として、A 個人名義への移転登記手続を求める訴えを Y に対し提起した。X に原告適格

が認められるか。 

 

判旨 

 当事者適格は、特定の訴訟物について、誰が当事者として訴訟を追行し、また、誰に対

して本案判決をするのが紛争の解決のために必要で有意義であるかという観点から決せら

れるべき 

    ↓ 

 実体的には権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については、実

質的には当該社団が有しているとみるのが事の実態に即している 

 とすれば、当該社団が、当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し、本案判

決を受けることを認めるのが、簡明であり、かつ、関係者の意識にも合致している 

 ※注１ 

    ↓ 

 そうすると、権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、

その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をす

ることを求める訴訟の原告適格を有する。  

 ※注２ 

 

※注１ 

権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については、当該社団の代

表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起することが認

められているが、だからといって、当該社団自身が原告となって訴訟を追行する実益がな

いとはいえない 

※注２ 

訴訟の判決効は構成員全員に及ぶので、上記代表者が、当該判決により自己の個人名義

への所有権移転登記の申請ができる 
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５８事件 損害賠償額の算定 B＋ 

 
事案 

 立川市の住民らは、建設業者 Y１・Y２が談合をして不当に高い価格で市の工事を落札し

た結果市に損害を与えたと主張し、旧地方自治法に基づいて立川市に代位し、不法行為に

基づく損害賠償請求をした。 

 原審は、民訴法２４８条を適用して、合理的根拠をもって実際に生じた損害額に最も近

いと推測できる額を認定できる（具体的には、工事予定価格に対する平均落札率に基づく

想定価格と実際の落札価格との差額）とした。 
 

判旨 

 原判決を変更して、損害額を減額。 

 談合による損害額は、本来は、仮に談合がされていない場合の落札価格に基づく契約金

額と、現に締結された契約における契約金額の差額である。 

 ↓ 

 しかし、この損害の額を X らが立証することは、その損害の性質上極めて困難 

 ↓ 

 民訴法２４８条により、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づいて、裁判所が

相当な損害額を認定することになる 

 ↓ 

 そして、損害額は、公正取引委員会が当該談合事件の審査を開始した日までに落札され

た工事の平均落札率とその日以後に落札された工事の平均落札率の低下差を工事予定価格

に乗じた価格と算定すべき 

 ↓ 

 また、競争入札について価格競争の程度が弱かったという特別の事情がある場合には、

その事情を勘案して、上記の低下差を低く認定すべき 

 

※談合による損害における民訴法２４８条 

①抑制的算定説＝控えめな金額を相当とするのもやむをえない 

②合理的算定説＝合理的な根拠をもって実際に生じた損害額に最も近いと推測できる金額

を相当とすべき 

③いずれとも決し難い 

 

※相当な損害額認定の法的性質 

①証明度軽減説＝民訴の事実認定においては、高度の蓋然性が必要であるが、２４８条は、

損害額算定の場面に限って、証明度を一定の範囲で軽減することを許容した 
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②裁量評価説＝損害額の算定は、その本質において裁判官の裁量評価であり、２４８条は

当然の規定 

③折衷説＝民訴法２４８条は証明度軽減と裁判所の裁量評価の両方を認めた 

 

 

９８事件 A 

 

事案  

 本件土地は A の所有であったが、A の死亡により X１、X２、B および C が共同相続し

た。C は、相続を原因とする各共同相続人の持分を４分の１とする相続登記を行った上で、

自己の持分全部につき代物弁済を原因とする Y への持分移転登記を行った。そして、X１と

X２は、CY 間の代物弁済契約が虚偽表示ないし公序良俗違反として無効であるとして、持

分移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起した。 
 

判旨 

 不動産の共有者の１人は、その持分権に基づき、共有不動産に対して加えられた妨害を

排除することができるところ、不実の持分移転登記がされている場合には、その登記によ

って共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、共有不動産につ

いて全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し、単独でその

持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。 

 

※二つの方向の理由づけ 

１、不実の第三者名義登記の抹消登記手続き請求は保存行為であり、共有者がその持分権

に基づき単独で請求できる （又は不可分債権） 

２、共有持分権は共有物全体に及ぶとされていることから、その円満な状態を回復するた

めには共有物全部の上の妨害を排除すべき→共有持分権に基づいて妨害排除請求権を単

独行使している 

 

※問題点  

 本件で、Y の不実の登記が X らの権利を侵害しているのか？ 

→不実の登記があることによる共有物の使用・管理・処分等への支障がある 
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１１８事件 第三者による再審 B＋ 

 

事案 

 X は Y１の新株予約権を行使して株式会社 Y１の株主となった。しかし、X と Y１では、

本件株式発行の有効性をめぐり争いがあった。 

 平成２３年７月１３日、X の株主である Y２は、Y１を被告として、上記株式につき新株

発行の無効確認等を求める訴えを提起した。この訴訟において、Y1 は、Y２の請求を認諾

し、請求原因を全て認めたが、裁判所は追加立証の検討を指示し、証拠調べを行った上で、

口頭弁論を終結し、前訴は確定した。 

 X は、上記確定判決を知り、本件再審の訴えを提起するとともに前訴に独立当事者参加の

申出をした。X は、独立当事者参加の申出については、本件新株発行にかかる株式の株主た

る地位の確認請求を Y1 と Y２の双方に定立し、再審事由として民訴法３３８条１項３号の

代理権欠缺に準じた再審事由があると主張した。 

 

判旨 

 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は、再審原

告として上記確定判決に対する再審の訴えを提起したとしても、上記確定判決に係る当事

者ではない以上、上記訴訟の本案についての訴訟行為をすることはできず、上記確定の判

断を左右できる地位にはない。…当然には上記再審の訴えの原告適格を有するということ

はできない。 

 しかし上記第三者が、再審の訴えを提起するとともに独立当事者参加の申出をした場合

には、上記第三者は、再審開始の決定が確定した後、当該独立当事者参加に係る訴訟行為

をすることによって、合一確定の要請を介し、上記確定判決の判断を左右することができ

るようになる 

 上記の場合には、再審開始の決定がされれば確定判決に係る訴訟の審理がされることに

なるから、独立当事者参加の申出をするために必要とされる訴訟係属があるということが

できる 

 そうであれば、新株発行無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三

者は、上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって、上記

確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有する。 

 新株発行の無効の訴えの被告適格は株式会社にあり、上記株式会社が訴訟追行している

以上、原則として、民訴法３３８条１項３号の再審事由があるということはできない。 

 しかし、当事者は、信義則（民訴法２条）に従い、訴訟を追行しなければならない。と

りわけ、新株発行の無効の訴えの被告適格が与えられた株式会社は、事実上、上記確定判

決の効力を受ける第三者に代わって手続に関与する立場にもあることから、上記株式会社

には、上記第三者の利益に配慮し、より一層、信義に従った訴訟活動をすることが求めら
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れる。 

 そうすると、上記株式会社による訴訟活動がおよそいかなるものであったとしても、上

記第三者が後に上記確定判決の効力を一切争うことができないと解することは、手続保障

の観点から是認することはできないのであって、上記株式会社の訴訟活動が著しく信義に

反しており、上記第三者に上記確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過す

ることができない場合には、上記確定判決には、民訴法３３８条１項３号の再審事由があ

るというべきである。 
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